
業   者   名

極

令

東開発工業（株）

代表

和

取締役  布原　達也

大阪府大阪市中央区淡路町２－５－１１

指

8

名停止の期間 令和  

年

8年 3月10日　から　令和  8年 6

3

月 9日  92日間

月

指名停止理由

牛久市契

1

約規程第３６条第１項

0

別表第７第６号（独占

日

禁止法違反行為）該当

　極東開発工業（株）は、特定特装車製品の製造販売において、独占禁止法第３条の規定に違

反する行為を行っていたとして、令和７年９月２４日、公正取引委員会から排除措置命令及び

課徴金納付命令を受けたことによる。

※当該業者は、課徴

指

金減免制度の適用を受けていることから、牛

名

久市契約規程第３８条第３項

の規定を適用し

停

、指名停止期間を２分の１に短縮する。

止 に つ い て

標記の件について、下記のとおり指名停止が行われたので通知する 。

業 者 番 号 10005411 - 0


